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第９回 府中市緑の基本計画検討協議会 議事録 

■ 日 時：令和元年７月１７ 日（水） １４ ：０ ０ ～ １６ ：５０ 

■ 場 所：中央文化センター4階１会議室 

■ 出席者：（敬称略） 

   協議会委員（８名）  千賀裕太郎（会長）、佐藤留美（副会長）、後藤瑞穂、

浅田多津子、三浦眞二郎、山田義夫、小岩井雅人、葛

西利武 

                

   事 務 局（４名）  轟課長、須田課長補佐、宮本係長、石谷技術職員 

 

■ 欠席委員（敬称略）：２名 松村良夫、田中善雄 

 

■ 議事 

 １ 開会 

 

 ２ 報告事項 

 （１）第８回府中市緑の基本計画検討協議会の議事内容 

 

 ３ 議題 

 （１）緑の将来像実現に向けた施策（案）について 

 （２）今後、重点的に取り組む施策（案）について 

 

 ４ その他 

 （１）答申書の構成について 

（２）今後の実施スケジュールについて 

 

 ５ 閉会 
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会 議 録 

＜報告事項＞ 

「（１）第８回府中市緑の基本計画検討協議会の議事内容」 

事務局より資料内容を説明 

質疑とも特になし 

 

＜議事事項＞ 

「（１）緑の将来像実現に向けた施策（案）について」 

事務局より資料内容を説明 

 

委  員： 19 ページの（１）①と②に関して、①は内容見直しとなっているの

ですが、もっと詳しく教えてください。 

      ②について、府中崖線は民有地の売却等で緑の確保ができないとい

う状況で、この見直しが入ると防ぐことができると考えていいのでし

ょうか。まずは基本方針②の施策 17について教えてください。 

 

事 務 局： 施策 17 の内容の見直しというのは前回もご説明したのですが、現

計画「緑の基本計画 2009」と比較して内容を修正し、法改正等で見直

しがあった場合にこちらの表示をしております。 

 

委  員： 私有地は神社・仏閣とか大学の樹木等も樹種が増えている、管理し

ている場所があると聞いていますが、活用とはどういう内容になるの

か、その辺を教えていただければと思います。 

 

事 務 局： 前回の計画、現計画ではタイトルとしては「樹林の保全・活用」と

いうのは同じですが、前回のときには具体的に樹林の保全のために事

業者や市民の協力を得て下草刈りや枝打ちなどを実施しますという具

体的な実施項目を書いていたのが、下草刈りなどと特に限定せずに目

的に応じた保全・活用を図るまでにするということで、内容の見直し

という表示にさせていただきました。 

      なので、方向としてはいままでの計画と大きく変わりませんが、そ

ういった意味では内容の見直しとなっています。 
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副 会 長： いまのご質問は、この制度が緑地を守ることにつながるのかという

意味ですよね。 

 

委  員： 「活用」のイメージが捉えにくいので、市民がどう関われるのか、

書き方を工夫してほしいです。民有地は市民も入りにくく、神社など

とそれ以外の場所で、管理している木の違いも市民にはわからないし、

そのほかに大学等もあるのでしょうか。屋敷林には入れないところも

あると思うのですが、せっかく府中市が活用していて、こういった側

面からの緑育を推進するのならば、明確にしてほしいと思ってお尋ね

しました。 

 

事 務 局： 民有地の中での活用ということですね。 

 

委  員： 民有地の中の保全する木を府中市が「活用する」というイメージが

わかりにくいです。色々な解釈があると思いますので、もう少し見直

しの内容がわかればと思うのですが。 

 

委  員： いま活用している例はあるのですか。 

 

事 務 局： 民有地にある樹林や樹木の保全の方法として、一つは樹木の管理に

お金を出す保存樹木の制度で、管理に補助金を出すという方法です。

あとは、都市公園としての借用という形で、土地ごと市の公園や緑地

という形でお借りして、そこは市で管理するという部分はあります。

それはいま委員がおっしゃるように、神社や寺の土地で樹林になって

いたり、樹木が多いところをお借りして、そちらを管理しているとい

うのが現状ということになります。目的に応じて今後も続けるという

のが今回の都市公園としての借用などになるかと思います。 

 

委  員： この「活用」という意味がちょっとなかったような。 

 

副 会 長： いまはどちらかというと保全ですね。お借りしている公園や緑地を

そのままその形や状態で市が維持していくということで、保全という

部分は主に市が借りている部分については行っていますが、活用とな
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ると、「これもあれもやっています」とはなかなか強く言える事業で

もないと思います。 

 

委  員： 誰かに活用事例などをお話ししていただき、市の方からでも「この

ように活用すると解釈しています」とお話ししていただけるとわかる

のではないかと思います。 

 

委  員： 一部、活用になるかもしれませんが、ウォーキングマップをつくり

ましたよね。そのマップの中には府中名木百選「土のめぐみ」という

コースも入っています。しかし、いま見ていますと、ちょっと名木に

はふさわしくなくなってきた樹木、あるいは「これが保存樹木なの

か」と首をかしげるようなものもありますので、そういうところの見

直しを図っていったら。 

 

副 会 長： 保存樹木という単木になると、それ一つで非常に価値のある文化財

的な意味が高くなるのですが、樹林になると面積が広がり、活用例は

また変わってくるかなと思います。例えばいまはフォレスト・ヒーリ

ングというか、心身の健康とか具合の悪くなった人に樹林を歩いても

らうと健康になるとか、お年寄りの方に通ってもらうと血圧が下がっ

ていいなどの案内や、健康増進のために活用できますというようなこ

とがあると、わかりやすいかもしれないですね。 

 

委  員： 分梅町の光明院の横に公園があり、市民が提供していると聞いてい

るのですが、この「活用」という意味はあれをイメージしているので

すか。 

 

事 務 局： そうですね。 

 

副 会 長： 今回出ている「市民緑地契約制度」ですが、都市緑地法が一昨年変

わり、市民緑地という制度がもっと使いやすくなって、民地を借りて

保全するだけではなく活用も含めて市民にオープンにすると。市民緑

地制度が非常に進んでいる練馬区では、45くらいの市民緑地があり、

そのほとんどが屋敷林、平地林です。まちなかのそういう緑地を「市
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民緑地」といい、民地ですが区が借り上げて整備して公園のようにし

ています。そこでは区民がワークショップをしたり、森の活用を目的

に色々な活動をしていて、人材育成の場としての利用が非常に進んで

いるのですが、いまは市民緑地になっているところはないですね。市

民緑地契約制度の適用として、今後そういった屋敷林など、いままで

は入れないと思っていたところが公園のようにオープンになって、中

を歩いて癒やされるとか健康づくりとか、活用の話をプラスしていた

だけるといいと思います。 

 

委  員： ウォーキングマップと融合するような取り組みがあると、もっと市

民の側から活用について沸き上がってくるかもしれないですよね。 

 

副 会 長： 指定するところを増やすために固定資産税の優遇あるのですが周知

されていないのでしょう。 

      もう一つ、民地の緑を持っている方は非常にご苦労されているので、

そういう方々に対してアプローチが必要だなと思うのです。ただお金

を出すだけではなく、民地を持っていることの悩みを聞き、どのよう

にしたらそこが保全されるのかとか。例えば市民のボランティアが落

ち葉はきを手伝うなどのきっかけづくりにもなって、杉並や他の区で

も色々な事例もあるのですが、たぶん府中市ではやっていなくて、保

存樹木や保存樹林など民地の緑の所有者の意見交換やサポートなどに

関しても書いていただけると、もっと活用されると思います。 

 

事 務 局： 市民向けに少し記述を入れさせていただきます。 

 

副 会 長： 基本目標２に「協働」という言葉が出てくるが、すべてにおいて入

ってくることなので、書き込めるところに書き込んでいくとつながっ

ていくと思います。 

 

委  員： 地域にとって価値のある樹林とか屋敷林などは府中市にいくつくら

いあると考えていますか。具体的に３個くらいであれば、それほど話

し合うこともないでしょうが、10個とか 100個となると真剣に話さな

ければいけないとなるでしょう。数がいくつあって、だいたいどんな
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ところがあがっているかがわからないと捉えようがない。 

 

事 務 局： 民有地内の樹林を面積などで線引きしたところで、381 箇所という

調査があります。その中で歴史的、文化的という線引きはしていませ

んが、例えば神社や寺であればそういった価値があると考えます。 

 

委  員： 380というのは大きな数字ですね。公園の 400 に対して 380が文化

的価値のある場所となると倍になるじゃないですか。いま公園の 400

が多い、少ないと話をしているときに、それと同じくらいの数の価値

を認めるか認めないかという話しになるということですよね。公園で

さえ難しいのにそんなに管理できるのですか。 

 

事 務 局： 市で全部は難しいので、民間でもやっていただくところがあります。

具体的な内容を把握したうえで、それに向けてどういった施策を打っ

ていくかというこれから検討していきます。 

 

委  員： NPOの活動をされている方は市民の中にも多いので、その方たちを

募って基準や歴史などを決めていくのは楽しいと思います。 

 

副 会 長： 民地だとなかなか入れませんが、入れられるものは入れていくとい

いのかなと思いました。 

 

委  員： 崖線の緑の恒久性を確保するために制度の指定を検討するというこ

とは、崖線を守るということでしょうか。崖線には民地が多いと聞い

ていますが、緑がなくなってきたのは民地が減ったことが背景にある

と前の委員会でも議論がありました。見直しですが、これで崖線が守

られるのか。内容がよくわかりません。 

 

事 務 局： 崖線そのものの保全と、ここでのまとまった樹林についての緑地保

全地域や特別緑地保全地区というのは同じではありません。ここはあ

くまでも民有地の緑の保全と活用ということですが、崖線もそれらを

踏まえて守るためにどうするかという検討もあるでしょう。 
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委  員： 今回の計画では、基本的に減らない方策をしっかりとしてほしい。

崖線の施策と民有地の緑の保全・活用の施策の中で重層すると、切ら

ないで済むのかを確認したいです。特に私どもは前回の計画策定から

崖線の保全は言ってきたので、そこを強調させて頂きたい。 

 

事 務 局： いまの時点で「まったく減りません」とか「増えます」とは言い切

れませんが、崖線の施策や、こういった民有地の保全の施策について

ご意見を踏まえた記述内容にして計画にしていきます。もう一つ、施

策 29（３）②に記載しておりますが、崖線については保全という思い

がある一方、土砂災害の危険も含まれているところがあり、それぞれ

の施策を進める中で、防災機能の面でも崖線の管理方法など、より適

切な方法について検討を重ねていかなければいけないと事務局サイド

として認識しているところです。 

 

委  員： 以前の委員会で、民間が買ったために宅地化されて、府中市がその

金額を支払えなかったと聞きました。土砂災害については質問したい

と思ったのですが、さらに減らないように府中市の基金利用の仕方等

も工夫し、何らかの方策を立て、民地を残す内容であればいいと思い

ます。 

 

委  員： 例えば崖線を条例などの法律で縛っているようなことはあるのです

か。いまのお話では、崖線は誰でも買えるけれど、調整地区であると

か、そういった条例などで縛っておけば対抗はできるでしょう。 

 

事 務 局： 民間の方の土地を処分または売買するのはあくまでも民間の取引で

す。例えば生産緑地などでは法律の縛りがありますが、崖線に直接は

ありません。 

 

委  員： 例えば協定を結ぶとか設定できれば。民間の土地でも府中として大

切な崖線をできるだけ守ってくださいという縛りがあるといいのです

が。 

 

副 会 長： 時間もあるので、少しまとめさせていただいてよろしいですか。３
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ページにあるように、府中市としては崖線の樹林を保全についての方

向性をきちんと持っています。（１）③の「多摩川由来の崖線の緑を

保全する協議会」とは東京都と関係自治体が連携して崖線を持ってい

る自治体が連携している協議会なのです。行政だけではまだ弱いとこ

ろもあるため、それを官民連携で進めていくとか。東京都としても崖

線の緑は保全の方向です。ただ、いまのように民間の土地なので開発

圧に負けてしまうというところもあります。 

      国分寺市の崖線の事例で、野村不動産が崖線上にマンションをつく

ったのですが、崖線の木を丸ごと残すことで、資産価値を上げようと

しています。また、ABINCという環境認証があるのですが、それもつ

けているのです。崖線の緑は残すべきものだと、当たり前に思うよう

な方向性を持つことがすごく必要なので、官と民のやれることをうま

くつないで力にしていくというのがいまの崖線には必要です。もっと

市民への周知だけでなく、価値を認知させる。 

 

委  員： そういう橋渡しの役割を府中の市民が育てて、そういう民間企業な

どに訴えかけていくことが必要です。この緑の基本計画には罰則など

はなく、あくまで基本方針だと思いますが、こういった資産価値が上

がる事例など、開発業者にも知っていただくセミナーなどがあるとい

いですね。 

 

委  員： 府中市には、これまで東京都の緑確保の総合的な方針にて、確保候

補地とした崖線が少なかったりします。今後は、さらにレベルアップ

して、確保候補地から確保地として位置づけられる場所を増やすため、

民地との話をしっかりと進めていただきたいです。 

 

会  長： ビオトープネットワークの話になりますが、「推進します」とか

「進めます」ではなく、「検討します」になっているが気になります。

また、「ビオトープ設置校については学校や地域と連携し」とありま

すが、具体的なやり方があるのですしょうか。 

 

副 会 長： いまビオトープ設置校というのは府中市に何校くらいあるのですか。 
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事 務 局： 矢崎小学校で設置があって、地域で農業をやっている方とかと連携

している事例があるとうかがっています。 

 

副 会 長： 武蔵野市はすべての小学校にビオトープを設置したのですが、10年

以上前に、地元のＮＰＯと連携して仕組みをつくっています。「ビオ

トープができてよかったね」というのではなく、市としても推進する

と明確にしたほうがいいと思います。 

 

会  長： いまあるものを維持・管理するというニュアンスになっていて、こ

れからもっと増やそうという雰囲気はない。 

 

委  員： ビオトープ設置校は矢崎小学校以外にあるのですしょうか。また、

ビオトープのイメージがわからないのですが。 

 

事 務 局： 一般的なビオトープは水の流れつくったり植物を植えたりし、動物

やカエルなどの生き物が近寄ってくるよう自然地のミニチュア版のよ

うなイメージです。それが矢崎小学校と南白糸台小学校にも設置され

ているという状況です。 

 

委  員： それをより多くつくったほうがいいというお話ですね。 

 

事 務 局： 矢崎小学校は、近隣に雑田堀があります。そこもサントリーの南側

にビオトープを意識した用排水路を整備していた経緯があって、そこ

と矢崎小学校のビオトープの設置が連動し、地域で活動していく小学

校などの自然の学習の場となっています。 

 

委  員： 学校に水を引いているのですね。水があるような場所ならいいです

が、水がないところに水を引いてくるという。 

 

副 会 長： 水があるからビオトープというのではなく色々なタイプがあり、全

部に池をつくるのは、すごくハードルが高い。例えば公園の中にちょ

っとした草原をつくる。芝生を敷き詰めるときれいなのですが、虫は

全然いないのです。背が低い草と高い草をセットで置くだけでもビオ
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トープと言えます。 

 

委  員： 学校の中に林をつくるのも一つの方法だと思う。ビオトープと言う

と大変なことになりますから、例えば学校の中に林をつくって、そこ

に草を生やすとか。あるいは、ある府中市特有の植物をそこに植える

とか、そういったことは難しくはないと思うのです。 

 

委  員： 自前で学校につくるタイプのビオトープと、それこそ崖線を活用す

るような。崖線のそばの小学校だったら崖線をビオトープと見立てて

学習に利用するとか、ビオトープを学校でどう扱うかという定義みた

いなものをまずつくって、これもまた調査、認定して、いずれ府中市

の全小学校の子供たちがビオトープに触れることができるという目標

があったらいいのではないでしょうか。 

 

委  員： 場所によって条件が違うということですね。 

 

委  員： 条件が違うから予算も違う。水を使わなくてもいい。小学校によっ

てビオトープも水のあるビオトープと水のないビオトープがある。ど

こも同じだと逆に学習にならないから、それぞれの違いを勉強し合え

るような連携があると、武蔵野市を超えるかもしれない。 

 

副 会 長： 東京農工大の植生管理学研究室の先生が監修した学校のビオトープ

的なガイドブックがありますし、結局、ここで書いてあっても何も動

かない気がするのです。例えば学校にガイドを渡してつくり方を指導

するなり、ちょっとしたバタフライガーデンでもいいと思うのです。

そういうことが授業としてできるといった書きぶりがあってもいいの

ではないでしょうか。 

 

委  員： 学校でそういう場所をつくれば、自然にカブトムシも来るのではな

いか。ビオトープもあまり大きく考えずに、学校の中の自然というこ

とを考えて進めてはいかがでしょうか。それが大事です。そのときに

おすすめしたいのは、２種くらいの木を植えてもらうことです。その

土地に昔からあった樹木を植えることが大切だと思います。 
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副 会 長： それを学習することもちょうどいいですよね。 

 

委  員： そこで落ちた葉はためて、そこにカブトムシや蝶を呼ぼうとか。そ

れを一部つくっておけば、子供たちが毎日校庭に出るたびにそれを見

ることで自然を感じられるといったように書いていただけると。 

 

会  長： 理科の先生にはすごく意識の高い先生が多いので、その方々が担い

手になって、こういう場にも入ってくるかもしれないし。それを促進

するうえでも小学校、中学校のビオトープ設置が大事でしょう。ビオ

トープは、自然に近い空間ということで、必ずしも水辺ではないです。 

 

委  員： オリンピックが終わった後に小・中学校が建て替えられるという話

もあるようですが、そのあたりで織り込んでもいいと思います。 

 

会  長： ビオトープに対する関心が高まって自然に対する関心が高まること

は非常に大事。 

 

副 会 長： コリドーの形成は崖線の緑を主軸にという記述はとてもいいなと思

っていて、緑道、街路樹のある道路、水路、寺社林、屋敷林、農地、

住宅地とありますが、この中に公園をぜひ。小さな公園も非常に重要

な場所になってくると思うのです。 

      21 ページにあるスポットパークとはどういうものですか。スポット

パークみたいなところがあればそれも含めて、公園を入れていただき

たい。あとは企業緑地ですが、東芝がビオトープをつくっています。

市の方は入られたことがないですか。 

 

事 務 局： ないです。 

 

副 会 長： 企業緑地もすごく重要です。企業の緑地も一つの大きな緑なので、

学校や地域と連携するという「地域」の中に、入れていただきたいと

思います。特に府中市にはサントリーもＮＥＣもありますので。 
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事 務 局： スポットパークは小さい公園。例えば道路として買収した残地とか、

そういうものを利用してちょっと休める場所、ちょっとしたまちなか

の緑という意味合いで街区公園ではない。市立公園ではあります。 

 

副 会 長： 都のものもありますか。 

 

事 務 局： 基本的には市の所有です。道路を買収して残地が出た、それが三角

の残地だったりするとほかに使い道がないので、スポットパークとい

う名前をつけて小さな公園をつくっているところがあります。 

 

委  員： 本来は地主さんにもう一度返すことにすれば、そういう管理は減っ

ていくと思います。スポットパークを増やすような土地もないので、

スポットパークはできればないほうがいいでしょう。本当は隣の人に

買ってもらえれば、そこの土地は全部、隣の方のものになる。 

 

事 務 局： スポットパークも 30 か 40 くらいあって、使い勝手が悪く、こうい

った目的を達しない場合は見直しの対象となります。 

 

委  員： そのような土地はどのくらいあるのですか。囲い地ですよね。道路

に接続していない土地。 

 

事 務 局： 直接は接道していなくて市の敷地の中にあるようなものとか。それ

は何 10 カ所もあり、それらが全てではないですが、ものによって残

し、また見直しも考えます。 

 

委  員： スポットパークは椅子などが置いてありますよね。三角の土地に座

っている人なども見かけますから。そういうことに使わせてもらう。 

 

副 会 長： いまのトレンドとしては２つあって、統廃合するという考え方と、

まちなかに小さなスポットを置いていって座って休めるとか。全部が

緑できちんと囲わなくてもよくて、安定な維持管理しやすいものにす

るとか、色々なやり方はありますが、どちらにしてもこういった小さ

な公園をどうするか、どこの区市町も悩んでいて、いま西東京市は市



13 

 

民参加型の公園調査などをして、本当にそこが要るのか要らないのか

を行政だけで決めるのではなくて、皆さんの意見も取り入れてやって

いくと。そうすると納得する活用ができるだろうから、そういう方向

性での協働について、ここにも入れておく必要があるのかなと思いま

す。協働ならば全体に波及しているとも考えられますが。また、どう

いうところをスポットパークと呼んでいるのかという説明が必要だと

思います。 

 

副 会 長： 続いて、23ページの開発事業に対する緑化の促進ですが、先ほどの

ABINCという環境認証の話をしたのですが、そういう環境認証を開発

事業のときに受けるといったことや、環境認証などを取るようなこと

もどこかに入れていただけるといいでしょう。 

      有名なところではカリフォルニア地区ですが、あそこの開発でかな

り色々な環境認証を取って、資産価値を上げることと緑の確保が両立

するということなのですが、それを取り入れてはどうかと思います。 

      もう一つ、先ほどのビオトープネットワークの話ですが、今回、府

中市はエコロジーネットワークという文言はどこかで使っていますか。 

 

事 務 局： 載っていません。 

 

副 会 長： ビオトープネットワークという言葉もあるところですが、文言を整

理して、ビオトープネットワークがいいのか、エコロジカルネットワ

ークがいいのか、その辺をご検討の上、記載してください。 

 

委  員： エコロジカルネットワークのほうが大きいですよね。そのエコロジ

カルネットワークを維持するためにビオトープというものが有効に働

きますよという意味になるといいですよね。 

 

委  員： エコロジカルネットワークというのは国土交通省で提案されている

ものです。30ページの施策 24で色々出ているのですが、これには基

本的なエコロジカルなことはないのです。府中市もこれまで水と緑の

ネットワークに関してはハード面での整備が主だったように思えると

ころがありました。もっと生態系に配慮した水と緑のネットワークと
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いう意味では、私どものＮＰＯ団体も通年要望していましたので、ち

ょっとした連携は難しいと思ってしまっていて、今回はハードな部分

だけ取り出して水と緑のネットワークを進めますとなっていて、いま

までの議論がどう活かせているのかという派生が見られないのです。 

       

副 会 長： 全体を通してですが、ネットワークの話があちこちにあり、統一感

がないと感じます。先程のお話のように、ネットワーク化のためハー

ド整備を進めることも重要なのですが、ハードだけでなくソフトのネ

ットワーク、人のネットワークとか、さっきの連携とかも含めて、

「水と緑のネットワーク化」とあって、その施策の対象は公園を結ぶ

というのは少し違うかなと。 

      まずは、水と緑のネットワークとはこういうもので、どういう視点

でネットワークを形成するのかをもっと書き込んでいたうえで、それ

ぞれの施策がある。ウォーキングマップ以外はハード整備ばかりです。

施策 26 の府中基地跡地の話の中に、「市・市民・民間事業者が協力し

て」とあるのですが、それが府中基地の話に終始しているので、全体

としてのネットワーク化、水と緑のネットワークとは何かということ

を整理していただいて、施策として出てきたほうがいいのではないか

と思います。 

 

委  員： 先程、オリンピックの後の学校の建て直しの話があって、それと連

携すればビオトープをうまく導入できるのではという話がありました

が、それはどのようにすれば導入しやすいですか。 

 

委  員： 設計するときにビオトープの場所を確保する。後づけが多いため、

景観的にいまいちだったり使いにくいということになっている。最初

からあれば、校舎の位置や園庭などとバランスよく設計できるのでは

ないでしょうか。 

 

副 会 長： 水と緑のネットワークでは、民地の利用という話もありましたが、

そういったネットワークの見える化がすごく必要です。実際の府中市

の緑が把握できて、みんなで一緒に話し合えるような基盤となるマッ

プが必要かと思います。 
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      このネットワークという中に、学校のビオトープはどれだけあるの

かとか、実際にどうなのかとかわからないわけですよね。つくってい

くというところをどこかに入れていただきたいと思います。 

 

委  員： 24 ページの生き物の生育空間の保全について、府中崖線の話とも関

連しますが、西府中崖線のところにタヌキが出ます。多摩丘陵のほう

から、どこかでつながって来るのだと思います。これがまちなかに出

てくるというのはすばらしいことなのです。府中だけでなく国立のほ

うからずっと来ている。先程の話では崖線も経済原理でどんどん減ら

されているのが現実と書かれています。崖線が垂直に切られてコンク

リートになったところはもう自然はできないです。いまは府中崖線あ

たりまではつながるが、せめて残っているところだけは何かやらない

とだめですね。 

 

副 会 長： 府中や国分寺は崖線があるおかげで、動物たちがつながっているの

ですね。住宅地になったからというより、本当に人の住む住まいの横

に昔から住んでいたというところだと思います。いまのお話を聞いて

いて思ったのですが、タヌキが府中にいるとか、知らない人もたくさ

んいると思いますが、府中市の生き物を紹介するような媒体はいまま

でにありましたか。 

  

委  員： 博物館とかにありますか。 

 

副 会 長： あまり見たことがないのです。一般向けの学校に配布するものが小

平市でつくられたのですが、そういう一般向けのものがあるといい。

ヤマダ会長は一般向けの植物のすごく立派なものをつくられていてあ

のようなものを府中市としてつくられたらいいと思ったのですが、そ

れは情報とか、普及・啓発のあたりに出ていると思うので、もしなけ

れば入れていただきたいです。 

 

委  員： 動物だけでなく在来植物のほうも入れたらいい。 

 

副 会 長： そうですね。外来種問題というのはあるので。 
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副 会 長： 続いて一つ。基本目標③の施策 19「緑化重点地区の指定」が非常に

大きいなと思いました。市全域が緑化重点地区だと市民緑地制度も使

えて、色々できるでしょう。ただ、市民緑地が１つもないのはそうい

う面が全然進んでいないということなので、どんどん促進していただ

きたいです。 

 

委  員： 28 ページの（３）の「樹木の適切な維持管理に取り組みます」につ

いてです。適切な維持管理を理解してもらうことが私たち樹木医から

の切実なる願いで、ばさばさ切って危険になっていたり、弱らせてい

るということは府中の皆さんの緑の財産を毀損につながるので、そう

ならないように具体的な管理マニュアルみたいなものをここにつけて

もらいたいし、最初のけやき並木のところはちゃんと樹木医と書いて

もらっているのですが、公園の樹木にも樹木医が関わってもらいたい

し、19ページの「沿道緑化を促進します」にも、防災性の高い樹木の

配置や管理などがありますので、そういったところをトータルで専門

家である樹木医に維持管理、配置、樹種、選び方などのマニュアルを

きちんとつくってもらいたいので、（３）①②にも維持管理を専門家

の助言を入れて策定し、実施しますとしてほしいです。 

 

委  員： ここに「維持管理」と書いてありますが、管理とは何をするかとい

うことが要るはずですよね。例えば３年に１回なのか１年に１回なの

か、春なのか夏なのか。巡視する時期などの管理マニュアルですかね。 

 

委  員： 更新と管理マニュアルが必要だと思います。前に事務局から、大木

になったため混み合いすぎて大変だとおうかがいしていたので、そう

いうところは専門家の目で要るかどうかジャッジしながら、次につな

がる管理していったほうがいいと思います。 

 

委  員： たぶんそれを最初に決めて、適切に管理されていたのが、だんだん

間が開いて、誰も管理せずに太くなってしまい、また切らなければな

らなくなってしまったという感じではないですか。 
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委  員： 「適切」という言葉が意外にあいまいで、ぶつ切りでも適切と思わ

れてしまうとそれは違うということがありますよね。切り方について

すごく細やかにあるので、それは共有してもらいたいし、実施する業

者さんにもしっかりマスターしておいてもらいたいです。府中市はそ

れほどでもないのですが、「こんなことでは木を植える意味がないじ

ゃない」というようなものもいっぱい見ます。適切と思われているよ

うだが、まったく適切ではない。防災上の意味からも葉がなければ延

焼を防がないし、落下物も防がないし、意味がないのです。防災上も

安全性の側面からも適切というものをきちんとつくりあげたほうがい

いのではないかと思いました。 

 

委  員： 管理台帳などをつくったら、それは絶対的なものではなくて１年後

にはまた変わるというくらいで、どんどん変えて見直しして。 

 

委  員： たぶん街路樹は診断をかけていますよね。カルテがあると、経過を

見ればわかりますから。 

 

事 務 局： 樹木ごとに台帳というのは特にないです。まずは目視です。樹木の

診断、点検というのは順序があるのですが、危険度があるならば、点

検から診断をしていくという流れにはなります。公園だけでも何万本

という木があるので、毎回全部というのはどうしても厳しい部分があ

ります。 

 

委  員： でも、その診断・点検結果が残っているのならばそれを活かして、

次の管理をどうするかというのをはっきり示したほうがいいと思いま

す。 

 

副 会 長： うちで指定管理している公園などの樹木は全部タグづけをして、ア

プリを開発してデータベース化しています。この仕組みはメルボルン

がすごく有名で、メルボルンの街路樹管理方法は３万 5,000 本に全部

タグづけしているのです。もっと言うと、全部の木がメールアドレス

を持っていて、その木にメールが書けるようになっています。書くと、

ちゃんと返答も来るみたいな。 
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      メルボルンの問題としては、このままではどんどん樹木が高齢化し

てだめになってしまうと。もう一方で都市災害、ゲリラ豪雨などはど

の都市にとっても大きな課題なのです。その中でメルボルンは、街路

樹とか緑の基盤をきちんとして、グリーンインフラをつくるというと

いうことにお金をかけて、タグづけなどをしているのです。１本１本

の管理をきちんとすることによって、都市全体のグリーンインフラの

価値を上げるというような感じで。 

 

委  員： 都道は全部に番号がついているし、街路樹診断はいつもしているの

で、それは見ればわかります。 

 

委  員： 府中市には何本あるか把握されているのですか。 

 

事 務 局： 例えば公園を整備して設置した際に、ここに樹木を植えますみたい

なことはあります。 

 

委  員： それは最初のことであって、その木がなくなってしまったとか、そ

ういうことはまったく落とし込んでいないわけでしょう。 

 

事 務 局： 落とし込みきれていないものもあります。 

 

副 会 長： 普通はそうなのですが、それでは管理が大変になってきていますの

で、全部、アプリとかＧＰＳで管理するくらいやっていかないと、こ

れから耐えきれない。最初はお金と手間がかかるのが、１回やると楽

だというのが、メルボルンとニューヨークで事例があり、担当者はそ

う言っているので、府中市にはできる体力がある。 

 

事 務 局： 個別・具体的に計画に落とし込むのは難しいのですが、いまのお話

のような例えばデジタルシステムの導入や、データ化していくという

ところは方向性として、「適切」とは何かという話になったときに少

し具体的なものを入れるというご意見は入れられると思います。 

 

委  員： けやき並木のところには樹木医を入れてとか、「樹木診断による」
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とか書いてありますよね。このレベルでいいので、公園の木、防災の

木、沿道の木にもそれを取り入れていただいたほうがいいと思います。 

 

委  員： 28 ページに「パークマネジメントガイドライン」という新しい言葉

が出ていますが、何をしたいのかうかがっておきたいと思います。 

      また、次の 29 ページの官民連携手法の活用ということですが、民

間事業者と連携しながら物事を進めていくとしても、事業者と地域の

あり方や、責任の所在についても整理する必要があると考えます。 

 

副 会 長： 公園の活性化委に関する協議会はどこかに載っていましたよね。13

ページに公園の活性化に関する協議会はありますが、そのあたりとパ

ークマネジメントガイドラインのつながりとか、Park-PFIとのつなが

りとか、その辺がわかるようにしておくといいかなと思います。 

 

委  員： このパークマネジメントガイドラインというのは見たことがないの

ですが、府中の公園で使わなければいけないものなのですか。 

 

副 会 長： パークマネジメントという考え方が新しくて、公園についての文言

が「維持管理」と「運営」しかないのですが、維持管理だけでなく運

営管理と活用。いままでは行政がつくって、市民は使っていたが、一

緒になって公園の運営や保全や活用を考えていきましょうという時代

になってきて、パークマネジメントは新しい公園の運営管理のあり方

なので、そのガイドラインをどこの区市町もつくりはじめているので

すが、それを府中市でも作成しようということだと思います。 

 

委  員： 最初のお話では狭いとか活用しにくいとか。府中の公園は活用しに

くいから何もできないと聞いたことがあるのですが。 

 

事 務 局： 活用しにくいということとできないということは違います。例えば

いままでは大きい公園のイメージで、小さいから活用できなかったと

しても、小さい公園では逆にこういうことができるかもしれないので、

それも含めてどう活用していくのかと。 
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委  員： この委員会が始まったころには、公園の中に保育所やお店を出すと

か色々な意見があって、最近はまったくそういう話がなくなってしま

いましたが、要するにそういうことですよね。 

 

副 会 長： Park-PFIというのがまさに保育園とか商業施設とかいったものを核

にした公園管理というものです。しかし、どこの公園でもそれでうま

くいくわけでもないので、府中らしい公園の管理は何かということも

含めてパークマネジメントガイドラインをつくると。それも、ちゃん

と市民が一緒に協議してつくっていくという流れが必要なのかなと思

います。 

 

委  員： 小さくても、その小ささを活かしたマネジメントというのはあると

思いますので、大小にこだわらなくても。 

 

委  員： これは元からあるものであって、その府中版というものができると

いうことですか。 

 

副 会 長： ２年前に都市公園法が大きく変わって、Park-PFIとか色々なことが

できるようになったため、10 年前の基本計画にはなかった案件が今回

出てきてここに入ってきたという。 

      小さい公園でいうと、西東京市では 54公園をまとめて指定管理者

が入ってやっているのですが、一番小さいものは４～５平米。小さな

公園プロジェクトとして、そういった公園の活用を市民参加で進めて

いて成果があがっていることがあるので、色々なやり方があるかなと

思います。 

 

委  員： 府中で指定管理者制度の導入はどうなのですか。 

 

事 務 局： いまは導入していませんが、この計画などで官民連携手法の導入可

能性を検討するという形になってくれば、それに基づいて検討してい

きます。 

 

副 会 長： 先ほどの委員のご質問に戻って、いかがでしょうか。 
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委  員： 事業者が進めていくだけではなくて、地域住民との協議の場や、契

約に当たっては市の責務として、管理のあり方の内容をしっかり決め

ていかないと、分散してしまって事故が起こることある。その辺は工

夫する余地はありますか。 

 

副 会 長： ありますね。西東京市は非常にいいやり方をしたのですが、それは

指定管理者の導入にあたって市民との協議とか、市民に色々なヒアリ

ングをしたり、選定員に市民ボランティアが２名入ったりとか、そう

いったこともあって市民協働型の指定管理者制度を導入したというの

が大きい。一番は、公園担当の行政の中に市民協働担当がいて、指定

管理者の中にも市民協働担当を置くことにして、行政と民間の官民連

携がスムーズにつながるような仕組みにしたということがあるので、

もし府中市がこれから導入するということであれば、そういう先駆的

な事例を見てよいものにできるのかなというふうに思います。 

 

委  員： 浅間山でやっていることは活用できないのですか。浅間山でやって

いるのは指定管理者という名前ではないのかもしれませんが、そうい

うものを活用できないのですか。 

 

事 務 局： 同じようによいところを取り入れるというのは先進的な事例として、

参考にすることはできます。 

 

副 会 長： 27 ページですが、「維持管理・運営」となるとどうしてもハード的

な意味合いが強くて、これからの公園管理はハードとソフトの両方を

あわせていかなければいけないので、公園の管理運営の中に維持管理

が入っていて、もう一つはソフトの色々なイベントやボランティアコ

ーディネートをしたり、生態系の保全とか防災などが入ってくる。維

持管理というと植栽管理と施設管理と清掃というイメージが強く、そ

れ以外のものが抜け落ちてしまうので、そこの書き方をもっと入れて

いただきたいと思います。ルールづくりばかりになってしまうのです

が、ボランティアの維持管理のためのボランティアになってしまうの

で、維持管理だけでなく活用も入れていただくといいです。 
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委  員： 31 ページに「休憩のできるベンチ」について、東京都の公園に行く

とお金を払ってベンチに何か言葉や名前が書ける思い出ベンチがある

のですが、府中市もベンチを買って置くのではなくて、このようなや

ればどうですか。すごくお金が浮きますよね。 

 

副 会 長： 東京都はあれが盛んで、人気がありすぎて、井の頭なども要らない

くらいあるのです。ほかの公園は府中の森も浅間山もウェルカムです

し、西東京市も市としては珍しいのですがやっています。ベンチに限

らず色々な公園の施設をクラウドファンディング的に皆さんからお金

をいただいてやっていくというのは海外では当たり前なので、そうい

った形で公園とつながるというやり方もありますね。 

 

委  員： ソフト面で、地域のコミュニティの場としての公園という表現があ

りましたが、それをやっぱり進めるべきです。その公園に行くと誰か

に会える、何かがあるという公園、魅力ある公園にしていければいい

かなと。 

 

副 会 長： それをどう書くかは難しいのですが、これからの公園のトレンドは

そこですよね。ニューヨークのグランドパークがすごく注目されてい

ますが、それはいつでも人に会える、人が集っている、何かが起こっ

ている公園なのです。それをあちこちがまねています。コミュニティ

とか地域の人が普段から憩える、イベントがなくてもみんなが来てい

るみたいな。皆さんが公園に来て憩うだけではなく、例えば自動販売

機があって、１つ買ってくれればそこで収益が出るので、集客すれば

するほど落ちるお金もあって、それを還元していく形がこれからの公

園のあり方なので、そちらの書きぶりをもう少し目立つようにしてい

ただけると思います。 

 

委  員： 集まりについては、ボランティアをやっている団体でもいいですね。

ボランティアが仲介に入る形で色々な話もできますし。それによって

その公園を維持するという効果がありますよね。「ボランティアがあ

んなに一所懸命やっているなら大事にしなければならないね」という
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効果も出てくるのではないかと思います。それをねらっているわけで

はないですが、私も仕事をしている中で色々な人と話をするのは非常

に楽しみですし、また、公園に来る人同士の会話も楽しい。 

 

委  員： それこそ市民の方に、ここの公園で何をしたいかとか、公募しても

いいですよね。 

 

副 会 長： それはいま都立公園でも国分寺などでやっていて、すごく盛り上が

っています。皆さんはやりたいことがあっても、公園ではハードルが

高すぎてできないと思っているので、そんな形で呼び込めると。 

 

委  員： 火を使うことは特別な許可が要るのですか。 

 

副 会 長： 都市公園法では火気仕様禁止なので、ある程度の許可が必要です。

でも市民祭りで許可を取るとか、公園管理者と一緒にやればできます。

様々な取り組みでファンが増えると。去年、浅間山も台風の時に、何

も言っていなくても小学校、中学校、明大のグラウンドの人たちが来

て片づけてくれたりもします。 

 

委  員： 中学校では生徒会が中心になって年に２回、草刈りをやっています。

草刈りにはこういう意味あって大切だという話をして、理解してもら

いながらやっています。生徒会が中心になってやっています。それが

何年も続いていて、それを学校の伝統にするのだと言っています。 

 

副 会 長： ほかにありますか。では基本目標⑤に移ります。 

 

委  員： （３）に「都市の安全性の向上に樹木等の緑を活用します」とあり

ますので、ここは単にシラカシ、マテバシイというだけでなく、本当

によい使い方をちゃんとマニュアルとかで、つくったらいいと思いま

す。先進的な取組みになるのではないですか。住宅の種類によって延

焼の度合いなどは違ってきますから、それで種類とかをちゃんと選択

するといいと思います。高さとか、指定が違うことで樹木の役割とい

うか機能性も違ってきますし、避難経路に合わせて樹種を変えるとか、
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そういうことでまさに避難するときにけやきに沿って逃げれば大丈夫

とか、マテバシイに沿って逃げれば大丈夫とか、そういう役割もでき

たりします。そういうふうにマニュアル設計してもらえるとすごくい

いと思います。 

 

委  員： マニュアルといっても最初からちゃんとしたものより、本当に基本

的なことだけ書いてあればいいですよね。最初から立派なものをつく

ろうとすると大変ですよね。いつまでたってもできなくなってしまう

から。 

 

委  員： ちょっとずつでいいと思いますが、まずこの目標に、府中市はこう

すると示されているとすごくいいと思います。 

 

副 会 長： 担当者が変わるとわからなくなってしまうと思うので、マニュアル

の話が出ましたが、防災上の視点でのガイドラインをつくれたら非常

に先進的なものになると思うのです。 

 

委  員： 大きく２つ。災害のことに関しては、35ページで特に府中崖線西府

町緑地について具体的に触れていただきました。ですが、府中市で今

回指定したのは 24 カ所で、特別警戒地域に関して他はどうなのでし

ょうか。災害の恐れがある箇所において、１カ所だけ書かれていて、

府中崖線では他にもあると思うのですが、書き方としてもう少し広げ

てもいいのではないですか。特に西府町緑地については、樹木等の管

理方法を検討するということではなく、「進めます」と書いてほしい。 

 

事 務 局： 土砂災害等の警戒区域に当たる部分というのは西府だけでなく白糸

台のほうとか全体的にあり、その中で、西府町緑地のところは緑の拠

点といても位置づけています。まず拠点に位置づけている部分につい

て、施策の中で書かせていただきましたが、ほかは何もしないという

ことではなく、代表という言い方です。 

 

委  員： 西府町緑地というと西府文化センターの西側になるのですが、そこ

だけでなくそこから西もそうです。それから、本宿トンネルの東もそ
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うですよね。その辺はちょっと広いのですが、この書き方で正確なの

でしょうか。 

 

事 務 局： 拠点に位置づけている西府の崖線のあたりというか、この安全性の

部分の中で特に拠点との関係もあるため、そこをうまく整理できるよ

うに書かせていただきたいなと思います。 

 

委  員： 全体を見て、緑育とは何なのかイメージが捉えにくいです。 

 

副 会 長： 私が思ったのは緑育も含めて専門用語が非常に多いので、解説が必

要だと思いました。緑育というのは府中市としてはこういうことで、

こういう目標を持って使っているということがきちんと書く。普通の

人には法律の名前とかもわかりづらい。 

 

事 務 局： 単語の説明が必要なものは、用語の解説などを後ろにつけていき、

前回の計画と同様の形になるかとは思います。ただ、緑育というのは

どちらかというと造語で、この協議会の中でこれを目標、キーワード

として出していくということになったので、そこは用語の解説という

より、各施策に入る前の基本的な考え方とか目標の部分でちゃんとう

たっていく必要があり、そこに出していって、それを踏まえて基本方

針、各施策に落ちていくという説明が必要なのかなと思います。 

 

会  長： 緑を育てる主体は誰かというと基本的には市民ですよね。具体的に

は市民だけではなくて、やっぱり行政の方々にもやってもらう。いま

まではほとんど行政がやっていたかもしれないけれど、基本的には市

民が緑を育てて、市民が緑を育てられることが緑育だと理解したらい

いと思います。一部はもちろん行政にやってもらえるにしても、でき

るだけ市民が色々な形で関わりながら自分も育っていく、緑も育って

いく、そんなイメージだと思うのですね。 

 

副 会 長： たぶん委員の疑問は、そういうイメージが見えない、文章を読んで

いてもわからないということなのではないかなと思います。 
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委  員： 子供にだけ向けられた言葉のように一瞬思われちゃう。色々な取り

方をされていいのだとは思いますが。 

 

委  員： 「緑を育てられる緑育のまちづくり」のところに、「市民が」とか

「みんなで」とか、主語が入るとわかります。 

 

副 会 長： 基本目標⑤でいうと、基本方針として「整備を進めます」というと

市民は関係なくなってしまいますよね。行政のやることだとなってし

まう。この④と⑤は全部、一方通行なのです。行政がやるだけではな

いというところを打ち出していただきたい。 

防災でいうと、市民が自分たちでまちなかの緑をチェックするとか

がいいなと思うのです。これは 10 年前なのですが、サンフランシスコ

でパークスキャンというプロジェクトがあって、市民がノートＰＣを

持たされたのです。ボランティアの人たちがそれを持って、日常的に

不具合があるとか、落書きがあるとか木が倒れているとかいうことを

入れると、行政のほうのホームページにあがる。それをみんなが見ら

れるようになっていて、行政のほうで「これはすぐにやります」とか

「ちょっと時間がかかります」とか答えるのですが、これだけたくさ

んの公園があって市役所の人は少ないという中では、そういった市民

参加でやっていく仕組みが必要だと思います。それが公開されること

で他の市民が見て、自分が行って消すよということで落書きを消すこ

とにもつながっていたので、防災という面でも、危険なところがある

とかそういうことに市民も目を光らせるというか、みんなで守ってい

けるという雰囲気のことを書いていただけるといいのではないかなと。 

自分たちも参加型で見守っていく。公園・緑地を見守って安全・安

心にしていくとか、何かそういう方向性があると一気に変わってくる

かなと思います。 

 

委  員： 今回の検討委員会で緑育という言葉は私も初めて聞いたのですが、

非常に私は伝わると思っています。緑に育てられ、緑を育てる。なお

かつここに市民という記入がもう少しあると、これをぜひ府中市の一

つの用語として定着させてほしいなと。これは、我々の活動に対して、

非常に要約された言葉だと思うのです。市民という言葉が欠けている
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ので、もう少し加味してぜひ宣伝していただきたいと思います。 

 

委  員： できあがったものをどうやって告知し、見てもらうかですね。ここ

に置いてあるから見られるとか、ホームページに出ているというだけ

ではみんな見ないと思います。知ってもらうための手段を考えていた

だけるといいです。 

 

委  員： キャンペーンをできたらいいですよね。 

 

委  員： できましたから見てくださいと置いてあるだけでは一方通行なので、

それは工夫していただけるといいかなと思います。子供を虐待したり、

簡単に人を傷つけたり、嫌な事件ばかりですよね。昨日のニュースに

出ていたのは、自殺者が、10 代とか 20 代の若年層に多いと。それは

一つには人とのつき合い方を知らない、コミュニケーションの取り方

を知らないということと、緑育の中には子供たちを緑の中で育ててそ

ういう心をつくってあげるという、そういう公園は必要かなと思って

いるのです。自然が人に与える影響というのはかなりのものがありま

すが、いまはそれが欠けているのではないかと思うのです。まして人

とのコミュニケーションが取れないということではスマホが一つ大き

な原因になっているのではないかと。人に物を頼んだり断ったりする

のも簡単でしょう。本来なら、人に頼み事をするときには会話して頼

む。また何か謝るにしても伝わらないということがあって、いまの若

い人は心を病んでいるのかな、あるいは自分の抜け道がないのかな。

そういうことが非常に懸念されています。自然が与える力を準備して、

そういうところで子供を育てるということは非常に大切なことではな

いか。それだけでもこれはいいなというふうに市民に見てもらえる。

それで一緒に緑を育てるという気運を高めなければいけないと思いま

す。だから緑を大切にというか、自然を基盤にして人を育てるという

ことも非常に大事なことだなと思いますので、ぜひその辺のこともち

ょっと書いていただければいいなと思います。 

 

委  員： 少し検討してください。ずばり言えば、計画というものは市民が緑

を育て、緑に育てられる緑育のまちづくりに努めると。「市民が」を
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上にくっつけるだけで、完全にいまのニュアンスは伝わるのではない

でしょうか。府中市の歩道橋のところに「ほっとするね、府中」とか

いう標語がありますが、それをこっちに変えるくらいのことをやると、

イメージが変わってくるのではないかと思います。 

 

副 会 長： 緑が主役になるというのはいままであまりなかったかもしれないの

ですが、ニューヨークなどでは都市計画のキャッチコピーが「グリー

ナー・グレーター・ニューヨーク」なのです。緑がある都市はすばら

しいということが全部の都市計画の一番の冠になっているみたいなの

で、夢物語ではないなと思います。基本目標②に協働と書いてあるの

ですが、「府中はすごいね」とか、この計画ができたらお披露目のシ

ンポジウムをして、みんなで府中の森、崖線を見に行くツアーとかが

やれたらいいと思います。 

 

事 務 局： いまの会長のご意見ですが、今回の協議会を開催させていただく中

で、第３回、第４回で計画テーマをこちらのタイトルに決めさせてい

ただいた経緯があります。いままでは検討結果でお示ししてこのテー

マになっていますが、今回は「市民が」というフレーズをここに入れ

ていくということでよろしいですか。 

 

会  長： 「市民が」の位置をもう少し後ろにするとすれば、「緑を育て、緑

に育てられる市民による緑育のまちづくり」。そのほうがきれいかも

しれないですね。はじめに「市民が」となるとちょっと「おっ」とな

るから、真ん中辺に入れるというのが。 

 

副 会 長： 調整していただければ。 

 

事 務 局： ありがとうございました。 

 

副 会 長： 全体についてです。前回協議したところで、11 ページからの基本目

標②のところなのですが、ともに緑のまちづくりに取り組むという中

で、緑に関するこういった協議会的なものの定期的な開催の要望につ

いて、どこかに入れていただけないでしょうか。13 ページで多様な主
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体との連携体制の構築というのがあって、公園については出てきてい

るのと、まちなかきらら連絡会議もあるのですが、緑全体のこうした

農地・屋敷林をお持ちの方も含め、公園の管理についてもそうですし、

外部のボランティア、市民団体、色々な方が定期的に府中の緑につい

て実情を把握したり協議をしたり、あとは新しくできる基本計画の進

捗を行政からも確認してこちらからも意見交換するといったような場

をつくったほうがいいと思います。 

      もう１つは、パンフレットとか動画とか。いま若い人も動画が大好

きで見ていますが、緑の価値とか府中の緑についてもっとＰＲするよ

うな媒体がないと思ったのです。府中の生き物とか、マッピングした

緑の状況とかを含めてどんどん出して、見える化して、市民が自分た

ちで育てていかなければいけないので、緑の知識をもっと知っていく

ような媒体をきちんとつくっていかなければいけないのに、この内容

ではそこが抜け落ちていると思います。 

 

委  員： 緑の基本計画のホームページができるといいかもしれないですね。 

 

副 会 長： 府中の緑に関するパンフレットとかも新しくつくったほうがいいと

思うので、それを入れていただきたいと思います。どういう団体がど

ういう活動をしているかも含めて、皆さん知らないことだらけ。生き

物もそうですし。 

 

委  員： いままでの公園の維持管理とか、環境政策的なネットワークとか、

そちらにシフトした意見が飛び交ったのですが、連携のあり方として、

環境の保全係との普段の連携というか、そこは組織として具体的にで

きるのでしょうか。 

 

事 務 局： いまの質問にお答えするのはなかなか難しいのですが、以前は公園

緑地課の中に自然保護係という組織があり、そういった自然的なもの

も公園の中で業務の一環としてやっていた経緯があります。しかし、

組織改正に伴って自然保護係は環境政策課に行ってしまったので、い

ま公園緑地課はどちらかというと整備と維持管理というのがメインの

部分になってきています。自然保護的、自然環境的なものは環境政策
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に行きましたが、公園緑地課の中にもそういった自然環境的なものが

あるという認識を我々も持っていますので、部署は違いますが連携を

図って、こういった施策についても進めていきたいと考えています。 

 

委  員： 他の課と話ができない理由は何かあるのですか。今回の話でも、別

に環境政策の人が出てきてもいい。前回も、環境の人もたまには同席

されたらいいという話も出ましたよね。今日もいないが、最終のとき

くらいは来てもらったほうがいいのではないですか。 

 

副 会 長： 委員からこういう意見が出ていると言っていただきたいです。 

 

事 務 局： 連携できない理由は特になく、「連携しよう」と言うしかないと思

います。今回のこの協議会の形式では、事務局は公園緑地課だけにな

っていて、要綱とか規則もできてしまっているのでなかなか難しいの

ですが、定例的に例えば協議会なり情報共有の場を設置する中にそう

いう課も入れていくとかいうのは新たな取組みなので、それはできる

のかなという。その中で、先々この計画がどうなるというときにはま

たやり方を変えていけばいいとは思います。今回はスケジュール感と

か規則の改正とかはなかなかいまの時点では難しいので、次に向けて

そこは取り組んでいくことだと思います。 

 

副 会 長： 庁内の決裁を取るのが本当に大変そうだと去年から見ていたので、

次回から色々な人たちが一緒に出てきてくれたほうが良いと思います。

担当者が顔を見て委員に直接言われるのと、また聞きで言われるのと

では印象が全然違う。了解を得たとしても、了解の中身は違うと思う

ので、今後はぜひご検討いただければ。 

 

会  長： 本来は、そこに１人くらい座っていたほうがいいのです。２人でも

３人でも。 

 

事 務 局： 定例的に状況を共有していくような、例えば協議会などをやってい

くのであれば、そこにはそういう形でやっていくところから入ってい

ったほうがいいのだろうなと考えています。 
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会  長： それでは、よろしいでしょうか。 

 

「（２）今後、重点的に取り組む施策（案）について」 

 

事 務 局： 重点施策についてはこの後、ここで今回ご意見がある程度出たうえ

で庁内のほうで調整をさせていただいてまとめるという想定だったの

ですが、今回色々なご意見がありましたので、その中で少しピックア

ップさせていただき、事務局のほうで会長・副会長と、また庁内関係

者と調整させて頂いたものを、最終回にご提示する形にてできればと

考えております。 

 

副 会 長： 今日出た皆さんのご意見をピックアップしていただき、それを見せ

ていただいて、また最終回に皆さんのご意見をいただくという。 

 

事 務 局： その前に事前に、重点施策になったものを皆さんにも提示させてい

ただいて、次回の審議の時にはそこの確認から入る形でよろしいでし

ょうか。 

 

会  長： はい。 

 

＜その他＞ 

「（１）答申書の構成について、（２）今後の実施スケジュールについて」 

 

事 務 局： 答申書の構成のイメージも今回お配りしていますが、こちらはいま

までの話をどのようにとりまとめるかということなので、こちらもこ

こに肉づけしていくというものです。ご覧いただいて、何かありまし

たらまた事務局に出していただいたうえで、会長、副会長と調整させ

ていただければと思います。 

      最後にスケジュールのご相談です。次回が最終回になりますが、現

時点の予定では９月 11 日（水）、同じくらいの時間ということで予定

しております。 

 

副 会 長： 場所はまた追ってということですか。 
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事 務 局： おそらく本庁になると思いますが、また通知させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

委  員： ９月 11 日（水）の午後ですよね。私どもは定例会があって。年間を

通して第２水曜日の午後と決まっておりますので、出られません。事

前に相談してほしかったところです。 

 

副 会 長： 13 日（金）の午後２時半ぐらいからでは如何でしょうか。 

 

事 務 局： 皆様のご都合が宜しそうですので、副会長にご提案頂いた９月 13 日

（金）午後２時半からにてお願いいたします。場所は追って通知いた

しますのでよろしくお願いいたします。 

 

会  長： ありがとうございました。 

以上 


